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公益財団法人 日本財団 

経理部財務チーム 

 

「日本財団の認知・理解の向上に向けたウェブコンテンツ制作の業務委託」に関する

公募型企画競争募集要領 

 

 

 

１ 目  的 

本要領は、「日本財団の認知・理解の向上に向けたウェブコンテンツ制作の業務委託」につい

ての最適な事業者の選定を、価格のみによる競争によらず、企画力、技術力、実績等の点から

選定を行う公募型企画競争で実施するにあたって、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

 (1) 件  名 日本財団の認知・理解の向上に向けたウェブコンテンツ制作の業務委託 

 (2) 履行期間 2023年 4月 1日（所定の手続き完了後）～2024年 3月 31日 

 (3) 業務内容  提案依頼書（日本財団 HP掲載）による。 

            日本財団 HP( http://www.nippon-foundation.or.jp) 

 

３ 参加資格 

  次の条件を満たすこと。 

(1) 国の入札参加資格審査制度である令和 4-6年度全省庁統一資格「役務の提供等」で［C］ 

以上の等級に格付けされていること。 

格付けが無い場合は、類似業務受託実績が 2年以内に 2件以上あること。さらに、経営状

況等が［C］以上の等級と同格であるか、または契約締結の際に代表者を保証人とすること。 

(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者に該当しないこと。 

(3) 日本財団契約規程第 12条（一般競争参加者の制限）に該当しない者であること。 

(4) 官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当しない者であること。 

 

４ 選定方法 

４－１ 日程（予定） 

(1) 募集開始日        2023年 1月 25日（水） 

(2) 質問締切日（募集要項）  2023年 2月 1 日（水） 15：00 

(3) 参加申請書提出締切日    2023年 2月 1 日（水） 15：00 

(4) 参加資格結果通知発送   2023年 2月 8 日（水）  

(5) 提案書等提出締切日    2023年 2月 20日（月） 15：00 

(6) プレゼンテーション    2023年 2月 21日（火） 13：00～（予定） 

(7)  結果通知発送       2023年 3月 3 日（金） 

 

４－２ 応募方法 

参加を希望するものは、参加資格申請書、申告書等を以下のとおり提出すること。 

http://www.nippon-foundation.or.jp/
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期日までに提出のない事業者は、企画競争に参加できない。 

(1) 受付締切  2023年 2月 1日（水） 15：00 

(2) 受付方法  メールによる電子データの提出 

(3) 提出先    日本財団 経理部 財務チーム宛（「８ 問合せ先・担当）参照） 

 (4) 提出書類     ・参加資格申請書、申告書（いずれも社判必須） 日本財団 HP掲載 

                          日本財団 HP(http://www.nippon-foundation.or.jp) 

            ・関東甲信越地域における全省庁統一資格審査結果通知書の写し。 

             資格を保有していない場合、類似業務受託実績が 2 年以内に 2 件以

上あることを示す書類及び経営状況等が［C］以上の等級と同格であ

ることを示す書類（契約締結の際に代表者が保証人となる場合は不

要） 

            ・会社経歴書（様式自由） 

            ・直近 2期分の単体決算財務諸表（Ｂ／Ｓ、Ｐ／Ｌ） 

            ・秘密保持同意書 

 

４－３ 質問および回答 

募集要領の内容等に対する質問がある場合は、電子メール（様式は自由）により提出するこ

と。質問の期限、照会先は以下のとおりである。なお、提案依頼書に関する質問については

随時受け付ける。 

 (1) 質問期限        2023年 1月 25日(水)から 2023年 2月 1日(水)15：00までとする。 

(2) 照会先     日本財団 経理部 財務チーム（「８ 問合せ先・担当）参照） 

(3) 回答方法   参加申請書を提出した全事業者に質問者名を伏せたうえで回答する。 

 

４－４ 参加資格通知 

 審査の結果、参加資格を満たす事業者へは、2023年 2月 8日(水)までに電子メールにて

結果を通知する。 

 

４－５ 提案書・見積書の提出 

  提案書・見積書は以下の内容で提出すること。 

(1) 提出締切   2023年 2月 20日（月） 15：00 

 (2) 提出方法   メールによる電子データの提出 

 (3) 提出先   日本財団 経理部 財務チーム宛（「８ 問合せ先・担当）参照） 

(4) 提案書等の差し替えおよび再提出 

        受付締切後の提案書等の差し替えおよび再提出は認めない。 

(5)  見積書は、可能な限り業務内容の項目ごとに積算・明記すること。また、社判捺印済み

のものを提出すること。 

(6)  提案書の提出を辞退する場合は、2023 年 2 月 20 日（月） 15：00 までに、辞退届(代表

者印を押印したもの、様式自由)を提出すること。 

 

４－７ プレゼンテーション 

 (1) 実施日   2023年 2月 21日（火） 10：00～（予定） 

http://www.nippon-foundation.or.jp/
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(2) 実施方式  Web会議方式（詳細は別途通知） 

(3)  内容 

参加資格を満たす者について、事業提案書等の内容および提案内容についてのプレゼン

テーション、質疑応答を行い、日本財団の求める水準以上の提案を行った事業者の中か

ら評価が最も高い者を受託候補者とする。 

選考時間は一事業者あたり 40分（プレゼンテーション 30分、質疑応答 10分）とする。 

審査結果は 2023年 3月 3日（金）までに電子メールにて結果を通知する。 

尚、各社の評点や採択企業名について、公表及び個別連絡は行わない 

 

４－８ 評価項目 

 評価項目は下表の通り。 

評価項目 評価基準 

事業者評価 事業効率の状況、経営の安定性など 

受注実績 類似業務の受注実績 

実施体制 業務執行体制、要員配置、バックアップ体制の妥当性など 

提案内容 業務内容の理解度、説明・受け答えの的確性・説得力など 

法令遵守 関係法令等の理解 

提案価格 コストダウンにつながる工夫された提案価格の妥当性等 

 

４－９ 評価方法  

提案価格と、実績・体制評価の二つの面から評価を行う。 

 

５ 受託候補者との協議 

受託候補者と日本財団との協議により、委託業務の詳細な内容を決定する。 

受託候補者が本件の契約を辞退した場合および契約締結前に、官庁から指名停止を受けるな

ど欠格事項に該当した場合、または虚偽の提案を行ったことが判明した場合、当該事業者を

失格とし、審査結果が次順位のものを新たに受託候補者として選定することができる。 

 

６ 一括再委託の禁止 

受託者は委託業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。また、委託業務の一 

部を第三者に再委託しようとするときは、あらかじめ日本財団の承諾を得なければならない。 

 

７ その他事項 

(1) 提出書類の作成および提出等、企画競争に係る費用は提案者の負担とする。 

(2) 提出された書類は返却しない。日本財団の所定の保存年限経過後に廃棄する。 

(3) 審査書類提出から契約締結までの間に欠格事項に該当することとなった場合は、その時点 

で失格とする。 

(4) 提出された提案書等の書類に虚偽の記載をした場合は、無効の扱いとする。 

(5) 提出された提案書等の書類に記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの
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は、無効の扱いとする。 

(6) 提案書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とする。 

(7) 本件にかかる予算が成立しない場合、日本財団は契約を締結しないまたは解除することが

できる。なお、これに伴う提案者の損失について、日本財団は損害賠償の責を負わないも

のとする。  

 

８ 問合せ先・担当 

  日本財団 経理部 財務チーム 木
き

月
つき

・原田
は ら だ

 

  〒107-8404 港区赤坂 1丁目 2番 2号 

  電話  03-6229-2620 

  メール r_kitsuki@ps.nippon-foundation.or.jp 

a_harada@ps.nippon-foundation.or.jp 


